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児童養護施設等に入所する子ども間の 

性的暴力等の事案への対応について 

 
先日、児童養護施設における子ども同士の性的暴力についての一部報道が

ありましたが、安心して暮らせるべき施設で、子ども間の性的暴力が起こる

ことはあってはならないことです。 

 

厚生労働省としては、今年度実態調査を行い、発生防止策を検討したいと

考えておりますが、一方で、現に施設職員が気づかないところで性的暴力等

が発生し、誰かに相談できずにいる子どもがいるとも考えられます。 

 

このため、子どもたちが都道府県や第三者委員に電話などで相談できる仕

組みについて、施設内でわかりやすく掲示するなどにより、周知を改めて徹

底するよう、別添のとおり、地方自治体・関係機関に要請しましたので、お

知らせいたします。 
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児童養護施設等に入所する子ども間の性的暴力等の事案への対応について 

 

 

児童養護施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子

生活支援施設及び一時保護所並びに障害児入所施設をいう。以下同じ。）は、子どもたちが

信頼できる大人や仲間の中で安心して生活を送ることができる場でなければならない。こ

のため、入所する子ども間の性的暴力等の事案を未然に防止することがまずは重要である。

その上で、万が一そうした事案が発生した場合には適切な対応をとることが必要であるた

め、今般、各施設における相談支援等の対応について下記のとおりお示しするので、管内

の児童養護施設等その他関係機関に対し周知・徹底を図られたい。 

あわせて、本通知に示す対応等については里親、ファミリーホーム、自立援助ホーム等

においても適切に取り組んでいただくこととし、子どもの権利擁護が図られるようお願い

する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言である。 

 

記 

 

１．発生防止のための取組 

  児童養護施設等には、保護者から虐待等を受けたことを背景に、他者との適切な関係

を構築しにくい子どもが一定数入所している。このため、子ども間の性的暴力等の事案



 

が生じないようにするには、常日頃から、施設職員が子どもの様子を見守り、子ども同

士の関係にも十分配慮しつつ、子どもの変化への気づきの感度を高めて、適切に働きか

けることが必要である。 

  また、施設全体で取り組むことが重要であり、子どもと接する際には、施設長を含め

施設職員と子どもとの１対１の会話の機会を積極的に作る等により、子どもの気持ちを

受け止め、真摯に向き合って対応するとともに、日頃から他人に対する配慮の気持ちや

接し方を施設職員が模範となって示し、他者の権利を守ることの大切さを子どもが理解

するよう促していくことが求められる。 

 

２．児童養護施設等における子ども間の性的暴力等の事案への対応 

児童養護施設等に入所する子どもの権利擁護については、児童福祉法による被措置児

童等虐待の防止等や、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生労働

省令第６３号）第１４条の３による苦情受付窓口の設置、職員以外の者の関与といった

対応等の取組を行っているところである。 

子ども間の性的暴力等の事案を施設職員が放置することは、児童福祉法第３３条の

１０第１項第３号の規定により、被措置児童等虐待に該当すると考えられる。 

このため、子ども間の性的暴力等の事案への対応については、現行の被措置児童等虐

待対応や施設職員以外の者の関与等の仕組みの中で、子どもから都道府県担当課やその

他の窓口に安心して相談できるよう、各施設において子どもへの周知・説明に関する取

組を改めて行うことについて、管内の児童養護施設等に対し周知徹底を図る必要がある。 

 

３．子どもへの周知・説明に関する取組例 

子ども間の性的暴力等の被害に遭った子どもが安心して相談しやすい環境を整えるこ

とが重要である。特に性的暴力についての相談は、子どもが消極的になることが考えら

れ、さらに同じ施設の子どもからの性的暴力の場合には、より一層相談が遅れたり、施

設の職員には話しづらいといった状況が考えられるため、丁寧な周知や説明が必要であ

る。 

このため、以下の取組例を参考として、必要な情報が子どもに直接届く周知方法の検

証を行い、取組の徹底を図ることが必要である。 

 

（取組例） 

○ 入所の際に配付している「子どもの権利ノート」の内容について、改めて子どもに

説明すること。 

○ 所管の児童相談所の担当児童福祉司や都道府県担当課その他相談機関等の連絡先を

記載した個人カードやリーフレットを作成し、個別に配付すること。 

○ 「意見箱」を設置すること。 

○ 子どもが生活する場に、施設以外で相談対応する連絡先（都道府県担当課、第三者

委員等）を記載した「掲示物」（参考例参照）を子どもに見やすく掲示すること。その

際、連絡先については窓口を明確にする等により、子どもが躊躇せずに連絡できるよ

う配慮に努めること。 



 

ここに示した取組例を踏まえ、都道府県や入所する子どもの年齢や障害等各施設の状

況に応じて適切な方法で子どもに直接届く周知方法について工夫するよう努めていただ

きたい。 

また、これらの対応について、定期的に子どもの意見を聞く等により検証し、必要な

見直し等の実施をお願いする。 

なお、これらの取組を実施する際は、子どもに対し、あらかじめその趣旨や具体的な

内容について年齢等に応じた理解を促すため、懇切丁寧に個別に説明を行う必要がある。 

 

４．取組状況のフォローアップ 

  本通知後に児童養護施設等において実施された具体的な取組については、追って把握

させていただく予定としているので、予めご承知おきいただきたい。 
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  ○○県○○課 ○○○○担当 
 

    TEL    －    －   

か けん たんとう 

○施設の人（苦情解決の担当）  
 

 
 

 
 
       （       さん） 

        

ひと くじょうかいけつ たんとう 

（    に写真か似顔絵を貼付する ） 

○第三者委員の人  （TEL    －   －    ） 
 

 
 
 
 

  （        さん）      （         さん）       

だいさんしゃいいん ひと しせつ 

はなし 

ほかにもこんな人が話を聞いてくれたり、いっしょに考えてくれます。 
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